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自動販売機設置事業者募集要項

宇和島地区広域事務組合では、公有財産に自動販売機を設置する事業者の公募を行

い、見積競争により設置者を決定します。

参加を希望される方は、本募集要項及び仕様書の内容を承諾した上で見積競争に参

加してください。

１ 目的

職員、関係者（以下「利用者」という。）の飲料水の確保に関する支援体制を確

立し、もって利用者の安全確保に資することを目的として自動販売機設置事業者の

公募を行います。

２ 参加資格要件

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り参加することができる。

⑴ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当し

ない者であること。

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第

２条第２号から第４号まで又は第６号の規定に該当しない者であること。

⑶ 過去１０年において自治体等が発注した自動販売機設置等の履行実績を有す

ること。

⑷ 法人または個人共に継続して１年以上事業を営んでいること。

⑸ 税金を滞納していないこと。

３ 設置者費用負担

⑴ 自動販売機設置者が自動販売機設置に伴い負担する「使用料」、「売上手数料」

については、別添「仕様書」に定めるとおりとする。

⑵ 使用料については、契約後、一括前納するものとする。ただし、組合長が特に

認めた場合は、この限りでない。

⑶ 売上手数料の納入時期については別途協議する。

４ 設置場所及び設置台数等

※設置場所は、別添「自動販売機設置場所配置図」参照

施設名称 宇和島地区広域事務組合汚泥再生処理センター

設置場所 汚泥再生処理センター計量棟前敷地

台数 １台

種類 密閉式容器自動販売機

参考売上実績 R6 売上本数 435本、売上金額 63,790円
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５ 見積競争及び契約に関する事項

⑴ 見積競争は、売上手数料の数値（％）により行うものとし、その数値が最も高

かった者を設置者とする。

⑵ 売上手数料の数値は整数とし、最も高かった数値が同数の場合は、くじ引きに

より決定する。

⑶ 設置者決定後、速やかに自動販売機設置契約書を作成する。

⑷ 契約期間

令和7年9月1日から令和10年8月31日まで

６ 見積競争参加申込

見積競争参加者は、下記の書類を提出すること。

⑴ 提出書類（提出部数 各１部）

※②及び③については、発行後3ヶ月以内の原本とする。

⑵ 提出場所

宇和島市坂下津乙69番地1

汚泥再生処理センター

⑶ 提出方法

見積書類一式を持参又は郵送で提出すること。

⑷ 提出期限

令和7年7月23日(水)正午まで

７ 問い合わせ先

〒798-0087 宇和島市坂下津乙 69 番地 1

宇和島地区広域事務組合 汚泥再生処理センター

TEL 0895-28-6331 FAX 0895-28-6332

E－mail：odei-center@uwajimakouiki.jp

書類名 内容

①見積書【様式１】

②市町税完納証明書（納期到来分）

③印鑑証明書

④同種・類似業務の履行実績【様式２】 過去の履行実績を記載

⑤その他参加資格の証明書類 様式２の同種・類似業務の履行実績が証明できる契約書の写し

⑥設置する自動販売機に関する資料

【様式３】

ア 設置する自動販売機の仕様（カタログ等）

イ 販売商品の詳細（品名・種類・内容・販売金額）

ウ 設置する回収ボックスの容量、個数等


